
「緊急対策とりまとめに当たっての基本方針」 

 

令 和 4 年 9 月 29 日 

こども政策担当大臣指示 

 

次に掲げる方針に基づき、緊急対策とりまとめに向けた作

業を加速すること。 

 

１． 送迎用バスの安全装置装備について、児童福祉法、認

定こども園法及び学校保健安全法等の体系の中で、最も

適切な方法で義務化する。 

 

２． 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置（仮称）

の仕様に関するガイドラインを作成する。 

 

３． 車側の対策である安全装置の装備との両輪として、送

迎バス運行に当たって園の現場に役に立ち、かつ、分か

りやすく、簡潔な安全管理マニュアルを早急に作成する。 

 

４． 安全装置の義務化、送迎用バスの置き去り防止を支援

する安全装置（仮称）の仕様に関するガイドライン及び

安全管理マニュアルの作成を踏まえ、園を支援するため

の措置として、全ての園の送迎用バスの安全装置改修支

援、安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施、登園

管理システム等の普及など財政措置を含め、具体策をと

りまとめる。 


